
  税務署長 

差額 課税申告に係る申告期限の特例承認通知書 

記

第    号

令和  年  月  日 

令和 年 月 日付で申請のあった差額課税申告に係る申告期限の特例については、下記の申請内容の

とおり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第 81条第４項の規定による承認をするとともに、「みな

し納税地として指定を受けようとする場所の所在地」をみなし納税地として指定します。 




